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会     議     録 

 

会 議 の 名 称 令和６年度 第２回 藤井寺市スポーツ推進審議会 

開 催 日 時 令和７年２月１４日（金） 

開 催 場 所 心技館会議室５ 

出 席 者 

委 員：山根義文会⾧、 

東口有紀委員、上善和美委員、國下博委員、竹澤住枝委員、 

和田尚委員、塩野芳昭委員、青木聖之委員 

事務局（スポーツ振興課）：八木淳一、曽田泰秀、小川宏、 

髙橋春乃 

会 議 の 議 題 

１、（素案）第２次藤井寺市スポーツ推進基本計画について 

２、その他 

会 議 の 成 立 
藤井寺市スポーツ推進審議会規則第 3 条 2 項に基づき、過半数以
上の委員が出席したため本会議は成立するものとする。 

会 議 録 の 作 成 方 法 意見の要点記録。 

記録内容の確認方

法 
議⾧の確認を得ている。 

公 開 ・ 非 公 開 の 別 公開 

傍 聴 人 0 名 
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案件１．（素案）第２次藤井寺市スポーツ推進基本計画について 

  はじめに事務局より、素案の修正点について説明をおこない、質疑がおこなわれる。 

  塩野委員より、Ｐ９の表下段について、基本方針５つに対して３つであることについて、読

み手が混乱する恐れがあるとの指摘を受ける。また、國下委員は「図は必要である」とのこと

で、上段に「基本理念」を記載し、下段に「基本方針」を記載することとし、表と次ページ以

降の基本方針と基本施策の整合を図ることとなった。 

  また、Ｐ１１の体系の図表で「第２次スポーツ推進基本計画」を中央に持ってきて強調でき

ないかとの質問に対して、国、府、市の計画は本計画の上位に位置する計画であるため、下段

の中央に記載する説明する。また、１２ページの表に記載している「基本方針」、「基本施策」

にノンブルを記載すれば、項目を探しやすくなるとの意見をいただき、項目の横に番号を追記

することとした。次に、基本方針１．生涯スポーツの推進の中で、「市民」、「高齢者」、「障がい

者」の記載はあるが、「子ども」の記載がないとの指摘を受け、和田委員も同意をされる。事務

局より、「子ども」は市民に含めているとの説明に対して、子どもをもう少し強調してほしいと

の要望を受ける。 

  和田委員より、基本方針４．スポーツ施設等の整備について に対し、基本施策 ９．でも

スポーツ設備等の整備と充実 があり、方針と施策の文字がダブっているとの指摘をうけ、基

本方針４は、「スポーツ環境の整備」にしてはどうかとの意見がでた。これに関して全委員から

の賛同を受ける。 

  上善委員より、１３ページの基本施策３：障がい者のスポーツ活動の推進とその下の写真、

また、※印のアダプテッド・スポーツの注釈について、現状では、障がい者のスポーツ活動の

推進の中に写真が挿入されているように見えるので、レイアウトを変更できないか、また障が

い者がスポーツをしているような写真は入れないかとのことで、後日、委員さんに写真を見て

もらい、写真を選定して貰うように説明した。 

  竹澤委員より、３ページの（３）本市の少子化の本文にある、１２，１について、語尾に「％」

が抜けている指摘を受ける。 

  山根会⾧より、以上の指摘や意見に対し、修正案を作成するように指示を受ける。 

 

案件２.その他 

 ・事務局より、「（素案）第２次スポーツ推進基本計画」の「パブコメ」についての説明あり。

左記、パブコメに対する意見は２件の提出があり、意見としては、①トイレ改修の件、②玉入

れの玉の件、③利用料の件であることを説明し、全件とも本審議会での協議事項でないことを

説明し、対応については、事務局に一任いただくことになった。 

 ・今後の日程について、本日の審議会では「（素案）第２次スポーツ推進基本計画」の承認に至

らず、今後の教育委員会会議の日程を加味したところ、修正案を持ち回りで委員さんの承諾を

いただくことになることを説明する。週明けには連絡をさせてもらうことになるので、よろし

くお願いしたいと伝える。 

終了 ２０：４６ 

 


